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（提案理由） 

 国会及び政府に対し、容器包装リサイクル法の見直しを求めるため、

本案を提出いたします。



容器包装リサイクル法の見直しを求める意見書 

 

 廃棄物処理が深刻な社会問題となっている中で、一般廃棄物の容積の

約６割を占める容器包装廃棄物を減量し、リサイクルを促進するため、

平成９年４月に、容器包装リサイクル法が施行された。 

 容器包装リサイクル法は、事業者に再商品化の義務を課し、収集、運

搬、分別、保管等は地方自治体の負担で行うことを義務付けている。こ

のことは、容器包装のリサイクル率が上がるほど経費の負担が重くなり、

地方自治体の財政を圧迫している。一方で、事業者の費用負担が比較的

少ないため、容器包装の発生抑制効果に乏しく、使い捨て型ワンウェイ

容器の大量生産、大量廃棄の構造は、現在も是正されていない。 

 このため、平成１２年６月に施行された循環型社会形成推進基本法に

規定されている「拡大生産者責任」を容器包装リサイクル法にも適用し、

事業者の責任を明確にした上で、収集、運搬、分別、保管等に関する費

用を事業者負担とすることが必要である。 

 また、容器包装のリデュース(発生抑制)、リユース(再使用)、リサイ

クル(再生利用)を推進するための法令等の整備が喫緊の課題である。 

 よって、足立区議会は国会及び政府に対し、拡大生産者責任を明確化

し、容器包装のリデュース、リユース、リサイクルを推進するため、下

記事項を含む容器包装リサイクル法の見直しを強く求めるものである。 

記 

１ 拡大生産者責任に基づき、容器包装の収集、運搬、分別、保管等に 

 かかる費用を事業者負担とすること。 

２ 容器包装がリデュース、リユース、リサイクルの優先順位で推進さ 

 れるような措置を講じること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

  平成  年  月  日 
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